
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
四

年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

一
の
表
中
「
医
療
法
人
財
団
加
納
岩
病
院
加
納
岩
総
合
病
院
」
を
「
医
療
法
人
財
団
加
納
岩
加
納
岩

総
合
病
院
」
に
、「
医
療
法
人
財
団
加
納
岩
病
院
山
梨
温
泉
病
院
」
を
「
医
療
法
人
財
団
加
納
岩
山
梨

温
泉
病
院
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
条
、
第

十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
三
号
　
　
平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
月
三
十
日

号
外
第
五
十
三
号

火　曜　日

第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
三
号
　
　
平
成
十
三
年
十
月
三
十
日

二

山
梨
県
清
水
達
雄
後
援
会

深
　
沢
　
登
志
夫

田
　
中
　
建
　
男

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
一
五
号

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

九
月
二
十
七
日

九
月
二
十
八
日

第
七
条
の
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

伊
奈
明
後
援
会

樋
　
口
　
廣
太
郎

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

旧

鈴
　
木
　
孝
　
雄

四
月
一
日

九
月
二
十
五
日

新

小
林
ま
さ
し
後
援
会

小
　
林
　
か
つ
み

平
成
十
二
年

平
成
十
三
年

旧

小
田
切
　
安
　
治

一
月
一
日

九
月
二
十
六
日

新

の
ぶ
よ
し
会

手
　
塚
　
定
　
雄

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

旧

長
　
田
　
道
　
雄

二
月
十
一
日

九
月
二
十
七
日

第
十
七
条
第
一
項
の
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

清
水
光
雄
後
援
会

清
　
水
　
武
　
雄

清
　
水
　
栄
　
衛

北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
八
田
一
一
二
一
番
地

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

三
月
三
十
日

三
月
三
十
日

勝
考
会

小
佐
野
　
富
士
朗

小
　
林
　
　
　
眞

南
都
留
郡
勝
山
村
三
八
二
〇
番
地

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

八
月
三
十
日

八
月
三
十
日

自
由
党
参
議
院
選
挙

庄
　
司
　
　
　
寛

大
　
森
　
哲
　
男

甲
府
市
幸
町
六
番
一
三
号

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

区
山
梨
県
第
１
総
支

八
月
三
十
日

八
月
三
十
一
日

部庄
司
ひ
ろ
し
後
援
会

柴
　
田
　
真
　
弓

谷
　
内
　
國
　
雄

甲
府
市
幸
町
六
番
一
三
号

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

八
月
三
十
日

八
月
三
十
一
日

細
田
き
よ
し
後
援
会

細
　
田
　
　
　
清

細
　
田
　
正
　
敏

甲
府
市
横
根
町
五
三
番
地
九

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

清
親
会

九
月
十
四
日

九
月
十
四
日

古
屋
貞
次
後
援
会

風
　
間
　
幸
　
雄

篠
　
原
　
日
出
男

東
八
代
郡
八
代
町
北
一
〇
二
三
番
地
古
屋
方

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

九
月
十
四
日

九
月
十
四
日

自
由
民
主
党
山
梨
県

古
　
屋
　
治
　
男

有
　
泉
　
泰
　
邦

甲
府
市
向
町
六
六
九
番
地

平
成
十
三
年

平
成
十
三
年

福
祉
支
部

九
月
十
四
日

九
月
十
七
日

幸
友
会

加
　
藤
　
貞
　
廣

神
宮
寺
　
眞
一
郎

中
巨
摩
郡
昭
和
町
紙
漉
阿
原
一
九
三
四
番
地
一

平
成
十
一
年

平
成
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日

九
月
二
十
五
日

戸
田
憲
治
を
育
て
る

佐
　
野
　
徳
　
男

雨
　
宮
　
　
　
勇

中
巨
摩
郡
竜
王
町
万
才
三
一
二
番
地

平
成
十
二
年

平
成
十
三
年



山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 五 十 三 号

政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） 第 二 十 条 の 規 定 に 基 づ き 、 同 法 第

十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 支 に 関 す る 報 告 書 の 要 旨 を 次 の と お り 公 表 す る 。

平 成 十 三 年 十 月 三 十 日

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 　 　 石 　 　 澤 　 　 道 　 　 夫

山 梨 県 公 報 号 外 第 五 十 三 号 　 　 平 成 十 三 年 十 月 三 十 日 三

会 け ん 友 会 十 二 月 二 十 六 日 九 月 二 十 六 日

桜 友 会 上 　 田 　 卯 　 重 中 　 込 　 　 　 保 中 巨 摩 郡 櫛 形 町 小 笠 原 一 三 三 三 番 地 平 成 十 二 年 平 成 十 三 年

十 一 月 一 日 九 月 二 十 六 日

桜 本 順 一 後 援 会 桜 　 本 　 順 　 一 山 　 王 　 和 　 徳 中 巨 摩 郡 櫛 形 町 小 笠 原 一 三 三 三 番 地 平 成 十 二 年 平 成 十 三 年

十 一 月 一 日 九 月 二 十 六 日

第 十 九 条 第 三 項 の 届 出 　 資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届

氏 　 　 　 　 　 名 公 職 の 種 類 名 　 　 　 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代 表 者 名 指 定 取 消 年 月 日 届 出 年 月 日

細 　 田 　 　 　 清 甲 府 市 議 会 議 員 細 田 き よ し 後 援 会 甲 府 市 横 根 町 五 三 番 地 九 細 　 田 　 　 　 清 平 成 十 三 年 平 成 十 三 年

清 親 会 九 月 十 四 日 九 月 十 四 日

政治資金規正法第12条第１項

平成11年１月１日から平成11年12月31日まで

政治団体の収支報告書の要旨

政治団体の名称　　　　幸友会

報告年月日　　　　　　　平成１３年９月２５日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 １４,８５０円

ア　前年繰越額 １４,８５０円
イ　本年収入額 ０円

（2）支出総額 １４,８５０円
（3）翌年への繰越額 ０円

２　収入・支出の内訳
（2）支出の内訳

ア　経常経費 １４,８５０円
（エ）事務所費 １４,８５０円

合　計 １４,８５０円

政治資金規正法第12条第1項

平成12年1月1日から平成12年12月31日まで

政治団体の収支報告書の要旨

政治団体の名称　あけののあすを考える会

報告年月日　平成１３年９月１８日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 ７７４,９３０円
ア　前年繰越額　 ４３１,７３１円
イ　本年収入額　 ３４３,１９９円

（2）支出総額　 ４５４,９４１円
（3）翌年への繰越額　 ３１９,９８９円

２　収入・支出の内訳
（1）収入の内訳
ア　個人の負担する党費又は会費　 ３４３,１９９円

１９０人
合　計　 ３４３,１９９円

（2）支出の内訳
ア　経常経費 １９,５９２円



山 梨 県 公 報 号 外 第 五 十 三 号 　 　 平 成 十 三 年 十 月 三 十 日 四

（ウ）備品・消耗品費 １９,５９２円
イ　政治活動費 ４３５,３４９円
（ア）組織活動費 ２１２,５４２円
（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 ２２２,８０７円

ａ　機関紙誌の発行事業費 ２２２,８０７円
合　計 ４５４,９４１円

政治団体の名称　伊奈明後援会

報告年月日　平成１３年９月２５日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　戸田憲治を育てる会けん友会

報告年月日　平成１３年９月２６日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　小林まさし後援会

報告年月日　平成１３年９月２６日
１　収入・支出の総額

（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　桜友会

報告年月日　平成１３年９月２６日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ２６,７８９円
ア前年繰越額 ２６,７８９円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ２６,７８９円
（3）翌年への繰越額 ０円

２　収入・支出の内訳
イ政治活動費 ２６,７８９円
（オ）寄附・交付金 ２６,７８９円
合　計 ２６,７８９円

政治団体の名称　のぶよし会

報告年月日　平成１３年９月２７日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円



山 梨 県 公 報 号 外 第 五 十 三 号 　 　 平 成 十 三 年 十 月 三 十 日 五

政治団体の名称　津金胤仁を励ます会

報告年月日　平成１３年１０月１日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　清水一を後援する一進会

報告年月日　平成１３年１０月１日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ３７,２５０円
ア前年繰越額 ４,２５０円
イ本年収入額 ３３,０００円

（2）支出総額 ０円
（3）翌年への繰越額 ３７,２５０円

２収入・支出の内訳
（1）収入の内訳
ア個人の負担する党費又は会費 ３３,０００円

３３人
合　計 ３３,０００円

政治団体の名称　富友会

報告年月日　平成１３年１０月１日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円
ア前年繰越額 ０円
イ本年収入額 ０円

（2）支出総額 ０円

（3）翌年への繰越額 ０円

政治団体の名称　桜本順一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名　桜本順一

資金管理団体の届出に係る公職の種類　山梨県議会議員

報告年月日　平成１３年１０月３日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ３７,５０４円
ア前年繰越額 １０,７１５円
イ本年収入額 ２６,７８９円

（2）支出総額 ３７,５０４円
（3）翌年への繰越額 ０円

２収入・支出の内訳
（1）収入の内訳
イ寄附 ２６,７８９円
（ア）寄附 ２６,７８９円

ｃ政治団体からの寄附 ２６,７８９円
合　計 ２６,７８９円
ウ政治団体からの寄附

（寄付者の名称） （金　　額） （事務所の所在地）
その他　　　　　　　　　２６,７８９円
小　計　　　　　　　　　２６,７８９円
（2）支出内訳
ア経常経費 ３７,５０４円
（ウ）備品・消耗品費 ３７,５０４円
合　計 ３７,５０４円

政治団体の名称　小俣義之後援会

報告年月日　平成１３年１０月１１日
１収入・支出の総額
（1）収入総額 ０円



発
行
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山
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甲
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目
六
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刷
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報
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外
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十
三
号
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日

六

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円


